
調 査 の 概 要 

１. 調査の目的 

この調査は、県民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を把握し、県民の総合

的な健康増進対策を推進するための基礎資料を得るため、沖縄県が行うものである。 

 

２. 調査の対象 

全県下の世帯及び世帯員を対象とし、令和２年国勢調査地区より設定された地区から

無作為に抽出した 10 地区の地区内の世帯及び世帯員（令和７年 11 月１日現在で満１歳

以上の者）を調査客体とした。 

以下の世帯及び世帯員は調査の対象からは除外した。 

 ＜世帯＞ 

 世帯主が外国人である世帯 

 ３食とも集団的な給食を受けている世帯 

 住み込み、賄い付きの寮・寄宿舎等に居住する単独世帯 

 ＜世帯員＞ 

 １歳未満（乳児） 

 在宅患者で疾病等の理由により、流動状の食品や薬剤のみを摂取している又は投

与されている場合など通常の食事をしない者 

 食生活を共にしていない者 

 世帯に不在の者（次に掲げる者） 

 単身赴任者、出稼ぎ者、長期出張者（おおむね３か月以上）、遊学中の者、社会

福祉施設（介護保険施設含む）の入所者、長期入院者、預けた里子、収監中の者、

その他別居中の者 

 

３. 調査項目 

本調査は、身体状況調査、栄養摂取状況調査及び生活習慣調査から構成されており、

調査項目は次のとおりである。 

(1) 身体状況調査【国民健康・栄養調査と同時調査】 

(ア) 身長・体重（満１歳以上の全員） 

(イ) 腹囲測定（満 20 歳以上の全員） 

(ウ) 血圧測定（満 20 歳以上の全員） ＜２回測定＞ 

(エ) 血液検査（満 20 歳以上の全員） 

(オ)１日の身体活動量＜歩数＞（満 20歳以上の全員）※栄養摂取状況調査票の総合面に記載  
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(カ) 問診（満 20 歳以上の全員） 

① 血圧を下げる薬の使用の有無 

② 脈の乱れに関する薬の使用の有無 

③ コレステロールを下げる薬の使用の有無 

④ 中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無 

⑤ 糖尿病指摘の有無 

⑥ 糖尿病治療の有無 

⑦ 治療の状況：インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無、通院による

定期的な血液検査や生活習慣の改善指導の有無 

⑧ 医師からの運動禁止の有無 

⑨ 運動習慣：１週間の運動日数、運動を行う日の平均運動時間、運動の継続年数 

(2) 栄養摂取状況調査 

(ア) 秤量食事記録法（以下、DR）による１日間の食事調査（満１歳以上の全員）

【国民健康・栄養調査と同時調査】 

① 世帯状況：氏名、性別、生年月日、妊産婦（週数）・授乳婦別、仕事の種類 

② 食事状況：朝・昼・夕別における家庭食・調理済み食・外食・給食・その他

の区分 

③ 食物摂取状況調査：料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率 

(イ) 簡易型自記式食事歴法質問票（以下、BDHQ）＊1による直近１か月の食習慣調査

（満 20 歳以上の全員） 

① 対象特性：被調査者 ID、妊娠・授乳状況、性別、生年月日、回答日、身長、

体重 

② 直近１か月の食習慣調査：食物や料理の摂取頻度および摂取量、たべる速さ

等の食行動指標 

＊1  簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ） 

直近１か月程度の習慣的な食物摂取状況及び身長・体重、生年月日、妊娠・授乳

の有無などの対象特性について調査対象者が自分で調査票に記入する食事調査方

法であり、佐々木敏氏により開発された調査票である。 

(3) 生活習慣調査（満 20 歳以上の全員） 

(ア) 食習慣の状況、歯の健康の状況、休養（睡眠）の状況、社会活動や通学等の状

況、飲酒の状況、喫煙の状況に関する生活習慣全般【国民健康・栄養調査と同

時調査】 

(イ) 食に関する環境（共食の有無）及び地域性について意識調査 
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４. 調査時期及び調査日数 

(1) 身体状況調査：令和６年 10 月～11 月中の 1 日（調査地区の実情を考慮して、最

も高い受診率をあげうる日時を選定） 

(2) 栄養摂取状況調査：令和６年 10 月～11月中の特定の１日（日曜日及び祝日を除く） 

(3) 生活習慣調査：令和６年 10 月～11月中の 1日 

 

５. 調査の機関 

(1) 沖縄県保健医療介護部健康長寿課（以下、健康長寿課）が沖縄県企画部統計課の

協力を得て企画立案を行い、本調査を統括する。実際の調査は調査区を管轄する

保健所が行う。 

(2) 保健所では、保健所長を班長とする県民健康・栄養調査班を編成し、医師、歯科

医師、管理栄養士・栄養士、保健師、検査技師、歯科衛生士、調査助手、事務担

当者等の調査員を知事が任命し、調査の実施にあたる。 

(3) 那覇地区の調査対象地区については那覇市保健所へ調査業務の委託を行う。 

(4) BDHQ の調査票の入力及び栄養価等計算業務については専門的な機関（大学等）に

委託を行う。 

 

６. 調査の方法 

国民健康・栄養調査の手法に順じ、以下のとおり実施した。 

(1) 身体状況調査 

被調査者の集合に便利な場所を会場に設定し、以下の方法で測定した。 

(ア) 身長：両かかとを密接させ、背、臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立させて、

両上肢を体側にたれ、頭部を正位に保たせて測定した。 

(イ) 体重：被調査者を裸体に近い状態にして、体重計の秤台の真中に特に静かに乗らせて

測定した。なお、体重は裸体で測定するのが望ましいが、衣服を着たまま測定した場

合は、衣服の重さを測定数値から差し引いた。 

(ウ) 腹囲：立位でへその高さで計測した。その際、被調査者には、両足をそろえ、両腕は

からだの横に自然に下げてもらい、腹壁に力が入らないようにした。なお、できるだ

け飲食直後の測定を避けるようにした。測定者は、被調査者の正面に立ち、巻き尺（合

成樹脂製 JIS 規格のもので、伸縮による目盛りの狂いの少ないもの）を腹部に直接あ

てた。巻き尺が水平面できちんと巻かれているかを確認し、普通の呼吸での呼気の終

わりに、0.5cm までの単位で目盛りを読みとった。正確な計測を行うため、下着など

は着用しないことが望ましいとしたが、被調査者の負担とならないように配慮した。 

(エ) 血圧：測定機器…ハイブリッド血圧計を使用した。 

機種選定の際は、以下の①～④について、すべてを満たすものとした。 

① 測定方式：聴診法 
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② 加圧方式：送気球による手動加圧 

③ 表示方式：バー表示 

④ 医療機器分類：管理医療機器又は特定保守管理医療機器 

 

(オ) 血圧検査 ：食事直後（30分以内）はなるべく控え、駆血帯を使用して、座位で
静脈から採血した。各血液検査項目とその測定方法は以下に示す。 

 

 

検査項目 測定方法 

ヘモグロビン A1c 酵素法 

総コレステロール コレステロール酸化酵素法（ COD-POD 法） 

HDL-コレステロール 直接法 

LDL-コレステロール 直接法 

【血圧測定の条件】 

 測定前の運動、食事、たばこ、寒冷曝露など、血圧測定値に影響があると考えられる条件

を避けるようにした。 

 あらかじめ排尿させ、測定前５分以上の心身の安静をとった後に測定した。 

 体位は、椅子（背もたれのあるものが望ましい）の座位とした。 

 測定部位は右腕の上腕とした。右腕での測定が不可能なものについては、左腕で測定し

た。 

 上腕を緊縛する衣服を着ている場合は、脱衣のうえ、マンシェットを巻いた。 

【血圧測定（１回目）の手順】 

手順１ 血圧計を垂直に置く。 

手順２ 手のひらを上に向け、マンシェットの下縁が肘窩の２～３cm 上になるように巻い

た。巻いた後に指が１～２本入る余裕を持たせた。 

手順３ 測定の際には、肘関節を軽度伸展させ、マンシェットの中心位置が被調査者の心臓

と同じ高さにした。 

手順４ 聴診法で収縮期血圧を推測し、推定血圧より 30mmHg 上（＝加圧目標値）にあげてか

ら、徐々に減圧し、収縮期血圧及び拡張期血圧を測定した。 

手順５ 加圧目標値で既にコロトコフ音が聞こえてくる場合は、すぐさま減圧し、【血圧測

定（２回目）の手順】に従った。 

手順６ ２回目の測定は、手順 4から繰り返した。 

【血圧測定（２回目）の手順】 

手順１ １回目の測定後、いったん被調査者のマンシェットを外し、完全に空気を抜いた。  

手順２ ２回目の測定の際は、１回目と２回目の測定の間、被調査者に深呼吸をさせないよ

うにした。 

- 4 -



(カ) １日の身体活動量＜歩数＞（満 20歳以上の全員） 

歩数計を用いた１日の身体活動量（歩数）の測定は、歩数計を対象者に事前

に配布して歩数測定方法を説明し、これに従って測定後、被調査者に１日の

身体活動量（歩数）と歩数計の装着状況を記録させた。 

(キ) 問診： 

① 薬の服用の有無…現在、医師の指示の有無にかかわらず、血圧を下げる

薬、脈の乱れに関する薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪（トリグ

リセライド）を下げる薬を服用しているものを、服用「有」とした。 

② 糖尿病診断の有無…「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病

になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含

め、これまでに医療機関または健診で糖尿病といわれたことがある場合は

「有」、ない場合は「無」とした。 

③ 糖尿病治療の有無…通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含

め、現在、糖尿病治療をしている場合は「有」、治療していない場合は

「無」とした。 

④ 投薬の有無…インスリン注射または血糖を下げる薬を使っている場合を

「有」とした。 

⑤ 生活習慣改善の取組の有無…通院による定期的な血糖の検査や生活習慣の

改善指導を受けている場合を「有」とした。 

⑥ 医師等からの運動禁止の有無…現在、医師等から運動禁止の指示がある場

合は「有」、ない場合は「無」とした。 

⑦ 運動習慣…「現在、医師等からの運動禁止の有無」に「有」と回答したも

のは、「運動習慣」には回答不要とし、「運動の習慣有り」とは次の３項

目全部に該当する者とした。 

 運動の実施頻度として、週２日以上 

 運動を行う日の平均運動時間として、30 分以上 

 運動の継続期間として、１年以上 
 

(2)  栄養摂取状況調査 

(ア) DR による栄養摂取状況調査【国民健康・栄養調査と同時調査】 

国民健康・栄養調査の手法に順じ、以下のとおり実施した。 

調査日は、日曜、祝祭日以外で、冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のある日

を避け、被調査世帯においてなるべく普通の摂取状態にある日に実施した。 

被調査者の積極的協力を得るため、調査開始前に被調査地区民に対し調査の趣旨を

十分説明した。調査員が栄養摂取状況調査票を各世帯に配付し、記入要領を十分説明

した上で、秤量記入させたが、使用量が少なく秤量困難なもの等については、目安量

をもって記入させた。また、調査員である管理栄養士等は、被調査世帯を直接訪問す

る等し、記入状況を点検するとともに、不備な点の是正や記入の説明を行った。 

(イ) BDHQ による栄養摂取状況調査 

被調査世帯員へ BDHQ を配布し、留め置き法による質問紙調査と県の電子申請シス

テムを活用したオンライン調査のいずれかの方法で回答させた。 
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(3) 生活習慣調査（満 20 歳以上の全員） 

被調査世帯員へ生活習慣調査票を配布し、留め置き法による質問紙調査と県の電子申

請システム及び政府統計オンライン調査総合窓口等を活用したオンライン調査のいず

れかの方法で回答させた。 

 

７. 調査に関する秘密の保持 

この調査は、世帯や個人の私的なことに及ぶ場合もあるため、その個人情報の保護と

管理に万全を期し、被調査者が危惧の念をいだかないよう個人情報を保護するものとす

る。 

 

８. 結果の集計及び公表 

(1) 身体状況調査、栄養摂取状況調査の集計については、国民健康・栄養調査集計ソフト

「食事しらべ 2024」を使用する。保健所においては調査票の精査を行い、「食事しら

べ」に入力する。 

(2) 衛生環境研究所は、健康長寿課から提出された調査票データの集計・解析・作表を行い、

保健医療介護部での検討を経て、速やかに公表を行う。 

(3) 結果の概要における「有意に高い（増加した、低い、減少した）」「有意な差はみられ

なかった」など、集計結果の評価に関わるコメント、統計学的な検定（両側有意水準５％

とした）に基づき記述した。 

前回調査値（令和３年）及び全国との比較等には、年齢調整値*2を算出し、国立保健医

療科学院が公開する「数値目標の評価用計算シート（詳細版）」*3を参考に点推定値と

標準誤差から２群の差の Z検定を行った。年次推移に関しては相関係数の t検定を用い

た。 

＊2 年齢調整値の算出方法 

令和２年国勢調査による基準人口（不詳補完値）を用いて、次式により算出した。 

【（各年齢階級別の割合または平均値）×（基準人口の当該年齢階級別の人数）】 

の各年齢階級の総和／基準人口の総数 

基準人口： 

20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70 歳以上 

12,704,110 14,212,148 18,344,698 16,678,211 15,678,666 27,790,358 

65 歳以上基準人口： 

65～74 歳 75～84 歳 85 歳以上 

17,424,824 12,468,410 6,133,398 

 

＊3 国立保健医療科学院「数値目標の評価用計算シート（詳細版）」 

https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/kenzo/hyoukasheet.xls 
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９. 集計客体 

(1) 調査対象世帯数、調査実施世帯数は下記のとおりである。 

 

 

 

＊4  調査項目に１つ以上回答した世帯数。 

 

(2) 調査地区については、11ページの表 1のとおりである。 

(3) 集計客体数について下記のとおりである。 

  ※紙調査票及びオンライン調査票の重複回答については、集計対象外としている。 

調査対象世帯数 調査実施世帯数＊4 

540 297 

身体状況調査 栄養摂取状況調査（1歳以上） BDHQ 生活習慣調査
1歳以上 血液調査 歩数測定 国民健康栄養調査 県民健康栄養調査

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
男女計 総数 415 100.0 152 100.0 438 100.0 285 100.0 447 100.0 489 100.0 478 100.0

1-6歳 19 4.6 - - 28 6.4 - - - - - - - - 
7-14歳 16 3.9 - - 38 8.7 - - - - - - - - 
15-19歳 8 1.9 - - 24 5.5 - - - - - - - - 
20-29歳 19 4.6 5 3.3 24 5.5 16 5.6 28 6.3 38 7.8 35 7.3
30-39歳 59 14.2 13 8.6 50 11.4 46 16.1 69 15.4 80 16.4 75 15.7
40-49歳 51 12.3 19 12.5 44 10.0 43 15.1 56 12.5 63 12.9 64 13.4
50-59歳 63 15.2 25 16.4 59 13.5 51 17.9 74 16.6 82 16.8 79 16.5
60-69歳 68 16.4 24 15.8 67 15.3 53 18.6 89 19.9 93 19.0 93 19.5
70歳以上 112 27.0 66 43.4 104 23.7 76 26.7 131 29.3 133 27.2 132 27.6
（再掲）
70-79歳 84 20.2 49 32.2 73 16.7 59 20.7 95 21.3 96 19.6 95 19.9

（再掲）
80歳以上 28 6.7 17 11.2 31 7.1 17 6.0 36 8.1 37 7.6 37 7.7

男性 総数 190 100.0 56 100.0 201 100.0 123 100.0 202 100.0 225 100.0 218 100.0
1-6歳 13 6.8 - - 16 8.0 - - - - - - - - 
7-14歳 8 4.2 - - 19 9.5 - - - - - - - - 
15-19歳 5 2.6 - - 13 6.5 - - - - - - - - 
20-29歳 7 3.7 1 1.8 11 5.5 6 4.9 11 5.4 19 8.4 15 6.9
30-39歳 25 13.2 4 7.1 23 11.4 20 16.3 31 15.3 38 16.9 36 16.5
40-49歳 20 10.5 5 8.9 15 7.5 18 14.6 22 10.9 24 10.7 24 11.0
50-59歳 26 13.7 8 14.3 24 11.9 20 16.3 32 15.8 37 16.4 36 16.5
60-69歳 35 18.4 9 16.1 34 16.9 25 20.3 47 23.3 48 21.3 49 22.5
70歳以上 51 26.8 29 51.8 46 22.9 34 27.6 59 29.2 59 26.2 58 26.6
（再掲）
70-79歳 37 19.5 22 39.3 32 15.9 26 21.1 43 21.3 44 19.6 43 19.7

（再掲）
80歳以上 14 7.4 7 12.5 14 7.0 8 6.5 16 7.9 15 6.7 15 6.9

女性 総数 225 100.0 96 100.0 237 100.0 162 100.0 245 100.0 264 100.0 260 100.0
1-6歳 6 3.2 - - 12 5.1 - - - - - - - - 
7-14歳 8 4.2 - - 19 8.0 - - - - - - - - 
15-19歳 3 1.6 - - 11 4.6 - - - - - - - - 
20-29歳 12 6.3 4 4.2 13 5.5 10 6.2 17 6.9 19 7.2 20 7.7
30-39歳 34 17.9 9 9.4 27 11.4 26 16.0 38 15.5 42 15.9 39 15.0
40-49歳 31 16.3 14 14.6 29 12.2 25 15.4 34 13.9 39 14.8 40 15.4
50-59歳 37 19.5 17 17.7 35 14.8 31 19.1 42 17.1 45 17.0 43 16.5
60-69歳 33 17.4 15 15.6 33 13.9 28 17.3 42 17.1 45 17.0 44 16.9
70歳以上 61 32.1 37 38.5 58 24.5 42 25.9 72 29.4 74 28.0 74 28.5
（再掲）
70-79歳 47 24.7 27 28.1 41 17.3 33 20.4 52 21.2 52 19.7 52 20.0

（再掲）
80歳以上 14 7.4 10 10.4 17 7.2 9 5.6 20 8.2 22 8.3 22 8.5
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１０. 本書利用の留意点 

(1) 栄養摂取状況調査 

(ア)DR による栄養摂取状況調査【国民健康・栄養調査と同時調査】 

① 栄養素等摂取量の算出には、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会

「日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）」、「日本食品標準成分表 2015 年版

（七訂）追補 2016 年」、「日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017

年」及び「日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2018 年」（以下、「成

分表 2015」という。）を使用した。 

食物繊維の摂取量について、日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2018 年

の「炭水化物成分表 別表１」に収載されている食品は、AOAC2011.25 法による

値を用いて算出し、水溶性は高分子量水溶性の値のみを適用している。 

栄養素等摂取量は、調理後（ゆで、焼き等）の成分値が成分表 2015 に収載され

ている食品は、これを用いた。また、その他の食品については、成分表 2015 に

収載されている調理による「重量変化率」を加味して算出した。 

② DR における食品群分類は、国民健康・栄養調査に準じた食品群別表を設定する。

（14～20 ページ 表２参照） 

なお、「バター（小分類 76）」と「動物性油脂（小分類 79）」は、動物性食品

として取り扱っているので注意されたい。 

 分類 

「ジャム」は「砂糖類」から「果実類」に、「味噌」は「豆類」から「調味

料・香辛料類」に、「マヨネーズ」は「油脂類」から「調味料・香辛料類」に分

類。 

 重量 

食品の重量は、調理を加味した数量となり、「米・加工品」の米は「めし」・

「かゆ」など、「その他の穀類・加工品」の「干しそば」は「ゆでそば」など、

「藻類」の「乾燥わかめ」は「乾燥わかめ・水戻し」など、「嗜好飲料類」の

「茶葉」は「茶浸出液」などで算出。 

野菜類の「漬物」などはそのままの重量を用いた。また、成分表 2015 の導入

に伴い、「だいこん」及び「しょうが」の「おろし・おろし汁」などはそのま

まの重量を用いた。なお、調理に用いた水分（液状だしを含む）は重量には含

めなかった。 

③ 食事内容については次の区分により集計した。 

 家庭食 家庭で作った食事や弁当を食べた場合。 

 調理済み食 すでに調理されたものを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合。 

 外 食 飲食店での食事、及び家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁

当を買って食べるなど家庭で調理せずに、食べる場所も家庭ではない

場合（食事内容は「イ．調理済み食」と同じ）。 

 給 食 

保育所・幼稚園給食（教職員は、職場給食） 

学校給食（教職員は、職場給食） 

職場給食 

その他 

菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合 
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錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみの場合 

食事をしなかった場合 

 

(イ) BDHQ による栄養摂取状況調査 

① BDHQ によるデータの種類は下表のとおりである。 

② BDHQ における食品群分類は、食品群分類は、21ページ 表３のとおりである

（BDHQ の食品群分類を基に作成）。 

③ BDHQ 栄養価計算プログラムは、食品摂取量や栄養素摂取量を算出するにあた

り、専用の栄養価計算のファイルを用いているが、計算根拠の科学的知見が十

分でないため、根拠が不十分な部分も存在する。 

そのため、開発者による基礎研究を継続して実施し、計算プログラムを必要に

応じて順次改定する必要がある。実際に、新たな知見を得た場合は、十分に検

証を行った上でプログラムを改定する作業が継続されている。今後のプログラ

ム改定に伴い、栄養素や食品の摂取量などの計算結果は変更される可能性があ

ることを理解の上、BDHQ データの取扱には留意されたい。 

※本文章は、開発者研究室ホームページ（http://www.nutrepi.m.u-

tokyo.ac.jp/dhq/manual/cal03.pdf）内文書から一部修正したものである。 

 

(2) 肥満の判定 

BMI（Body Mass Index、次式）を用いて判定した。 

BMI＝体重（ｋｇ）／（身長（ｍ））２ 

男女とも 15 歳以上にて、BMI＝22 を標準とし、下記の判定基準により判定した。 

判定 低体重（やせ） 普通 肥満 

BMI 18.5 未満 18.5 以上 25.0 未満 25.0 以上 

（「肥満症診療ガイドライン 2022 年による肥満の判定基準」より） 

 

 

 

 

 

 

 

データ名 内容 

nutr 栄養素摂取量（粗摂取量） 

enutr 栄養素摂取量（推定申告誤差調整済み摂取量） 

pnutr 栄養素摂取量（密度法による摂取量） 

food 食品摂取量（粗摂取量） 

efood 食品摂取量（推定申告誤差調整済み摂取量） 

pfood 食品摂取量（密度法による摂取量） 
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(3) 血圧の分類 

身体状況調査時において得られた数値より、以下の分類を用いて判定した。 

 

結果図表中の数値は，２回の測定値の平均値（「高血圧治療ガイドライン 2019」成人における血圧値の分類・診察室血圧より）  

 

(4) “メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い”の判定 

国民健康・栄養調査の血液検査では，空腹時採血が困難であるため，メタボリッ

クシンドローム（内臓脂肪症候群）の診断基準項目である空腹時血糖値及び中性

脂肪値により判定はしない。したがって，本報告における判定は以下のとおりと

した。 

腹囲 腹囲（ウエスト周囲径） 男性：85cm 以上 女性：90cm 以上 

項目 血中脂質 血圧 血糖 

基準 ・HDL コレステロール値 

40mg/dl 未満 

・収縮期血圧値 130mmHg 以上 

・拡張期血圧値 85mmHg 以上 

・ヘモグロビン A1ｃ（NGSP)値 

6.0％以上 

服薬 ・コレステロールを下げる薬服用 

・中性脂肪（トリグリセライド）

を下げる薬服用 

・血圧を下げる薬服用 ・血糖を下げる薬服

用 

・インスリン注射使

用 

 

（参考） 

※厚生労働科学研究 健康科学総合研究事業 「地域保健における健康診査の効率的なプ

ロトコールに関する研究～健康対策指標検討研究班中間報告～」平成 17 年８月 

※厚生労働省健康局がん対策・健康増進課/厚生労働省保険局総務課「平成 25 年度以降

に実施される特定健康診査・特定保健指導における特定保健指導レベル判定値，受診

勧奨判定値及びメタボリックシンドローム判定値等の取扱いについて」平成 24 年 11

月 13 日 

 

 収縮期血圧 

（最高血圧）

（mmHg) 

 拡張期血圧 

（最低血圧）

（mmHg） 

正常血圧 ＜120 かつ ＜80 

正常高値血圧 120-129 かつ ＜80 

高値血圧 130-139 かつ/または 80-89 

Ⅰ度高血圧 140-159 かつ/または 90-99 

Ⅱ度高血圧 160-179 かつ/または 100-109 

Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ/または ≧110 

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90 
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図１　調査対象地区
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表２ 秤量食事記録法（DR）における食品群別表（国民健康・栄養調査に準ずる） 
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表３　簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）における食品群別表

大分類
大分類
番号

中分類
中分類
番号

小分類
小分類
番号

米・加工品 1        めし 1        
パン 2        

うどん 3        

ラーメン 4        

パスタ類 5        

その他の穀類・加工品（そば） 3        そば 6        
いも類 2        いも 4        いも 7        

3        砂糖 5        砂糖 8        
調理砂糖 6        調理砂糖 9        

4        とうふ・油揚げ 7        とうふ・油揚げ 10      
納豆 8        納豆 11       

緑葉野菜 12      

にんじん・かぼちゃ 13      

トマト 14      

生（レタス・キャベツ） 15      

キャベツ 16      

だいこん・かぶ 17      

根菜 18      

100%ジュース 11       100%ジュース（×0.225） 19      
漬け物（緑葉野菜） 20      
漬け物（その他） 21      

柑橘類 13      柑橘類 22      
かき・いちご 14      かき・いちご 23      
その他の果物 15      その他の果物 24      
100％ジュース（×0.775） 16      100％ジュース（×0.775） 25      

きのこ類 7        きのこ類 17      きのこ 26      
藻類 8        藻類 18      海草 27      

脂がのった魚 28      

脂が少ない魚 29      

いか・たこ・えび・貝 30      

干物 31      
ツナ缶 32      
骨ごと魚 33      

豚肉・牛肉 21      豚肉・牛肉 34      
ハム 22      ハム 35      
鶏肉 23      鶏肉 36      
レバー 24      レバー 37      

卵類 11       卵類 25      卵 38      
低脂肪乳 26      低脂肪乳 39      
普通乳 27      普通乳 40      
アイスクリーム 28      アイスクリーム 41      

油脂類 13      油脂類 29      調理油 42      
洋菓子 30      洋菓子 43      
和菓子 31      和菓子 44      
せんべい 32      せんべい 45      

日本酒 46      

ビール 47      

焼酎 48      

ウイスキー 49      

ワイン 50      

緑茶 51      
紅茶・ウーロン茶 52      
コーヒー 53      
コーラ 54      

しょうゆ 35      しょうゆ 55      
塩 36      塩 56      
マヨネーズ 37      マヨネーズ 57      
味噌 38      味噌（味噌汁×7.7/150） 58      
めんスープ 39      めんスープ（×1.5/100） 59      

穀類 1        小麦・加工品 2        

豆類

砂糖・甘味料類

9        

10      その他の野菜

漬け物 12      

野菜類 5        

果実類 6        

生魚介類

緑黄色野菜

20      魚介加工品

魚介類 9        

肉類 10      

19      

乳類 12      

菓子類 14      

嗜好飲料類 15      

 調味料・香辛料類 16      

アルコール飲料 33      

34      その他の嗜好飲料
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